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　次期津市総合計画の策定にあたっては、「市民
意識調査」に加え、現行の総合計画の進捗状況な
どをまとめた｢津市総合計画後期基本計画点検結
果報告書｣や各種統計資料などをまとめた｢データ
で見る津市の現状と課題｣を基礎資料として作成
し、津市の現状や課題などの把握・分析を行いま
した。
　そして、市内の各関係団体との意見交換会(市
政インタビュー)や地域懇談会、電子メール、窓
口などでお寄せいただいた意見などを踏まえ、理
想とする都市像やそれに向けたまちづくりの方向

性などをまとめ、学識経験者や各分野の団体等の
代表者20人で構成する津市総合計画審議会での
審議や、津市議会での協議などを経て、新しい総
合計画の枠組みを示す｢はじめに｣の部分とまちづ
くりの基本的な考え方を示す｢基本構想｣の部分の
現行案を作成しました。
※｢津市総合計画後期基本計画点検結果報告書｣、
｢データで見る津市の現状と課題｣、
津市総合計画(案)(｢はじめに｣及び
「基本構想｣)は、津市ホームページで
ご覧いただけます。

◆これまでの策定経過

◆津市総合計画（案）（｢はじめに｣及び｢基本構想｣）の概要

新しい総合計画の策定状況について

第１章 計画の趣旨
　この総合計画は、市民が幸せに暮らし続けることができる県
都の実現に向けたまちづくりの基本的な事項を明らかにするも
のです。
第２章 計画の位置づけ
　津市の最上位の計画とします。
第３章 計画の構成と期間
　基本構想(計画期間は特に定めない)と基本計画(計画期間は10
年)で構成　※基本計画は、第３部として今後作成を進めます。

第１章 これまでの津市
　自治意識の高い市民風土が根付き、都市機能が集積し、バラ
ンスのとれた産業構造を構築
第２章 これからの津市　　
　第１項 望ましいまちの姿
　　市民がそれぞれの幸せを実感し、心豊かで笑顔あふれる人生を送ることができるまち
　第２項 まちづくりの大綱　

第２部 基本構想

１ 子どもたちの未来に向けて

２ 市民の健やかな人生設計に向けて

３ 市民の安全と安心の確立に向けて

第１部 はじめに ～総合計画の枠組み～

総
合
計
画
の
構
成

政策分野 主な内容

子ども・子育て 安心して子どもを生み育てられ、子どもが健やかに成長できる環境の確立　など

教育 子どもたちが確かな学力を身につけ、より良い人生を送ることができる教育の充実　など

政策分野 主な内容

高齢・障がい福祉 高齢者や障がい者が自分らしく、また、心豊かに暮らすことができる地域づくり　など

保健・医療 乳幼児から高齢期まで生涯を通して健康に過ごせるまちの実現　など

政策分野 主な内容

防災・消防 市民の命や財産をしっかりと守り、誰もが安全で安心して暮らせるまちの実現　など

防犯・交通安全 犯罪・交通事故が起こらない、犯罪・交通事故に遭わないまちの実現　など
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